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令和４年度茨城労働局雇用環境・均等室における法施行状況 

（男女雇用機会均等法、労働施策総合推進法、パートタイム・有期雇用労働法、

育児・介護休業法に関する相談、是正指導、紛争解決の援助の状況） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【相談、是正指導及び紛争解決の援助並びに調停の流れ（概要）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

相談 

 

 

都道府県労働局 

雇用環境・均等部（室） 

計 画 

 労働者 事業主 

都道府県労働局雇用環境・均等部（室） 

 

【関連する法律の改正状況】 

○ 令和２年６月１日に「労働施策総合推進法」が施行され、大企業に対し職場にお

けるパワーハラスメント防止措置が義務化された。なお、中小企業に対しては、

令和４年４月１日より義務化された。 

○ パートタイム労働法は働き方改革関連法に基づき法改正が行われ、令和２年４月

１日からパートタイム・有期雇用労働法が施行された（中小企業は令和３年４月

１日から適用）。このため、「４パートタイム・有期雇用労働法の施行状況」で

は、パートタイム労働法の相談、是正指導等の状況を含め掲載している。 

○ 育児・介護休業法については、令和３年６月に仕事と育児の両立支援のため大規

模な法改正が行われ、令和４年４月１日から段階的に施行されている。 

男女雇用機会均等法、労働施策総合推進

法、パートタイム・有期雇用労働法、育児・介

護休業法に基づく紛争解決の援助となる紛

争の場合 

 

法違反が
疑われる
場合 

報告徴収等（※１） 

都道府県労働局

長による紛争解

決の援助（※２） 

 

調停会議に

よる調停 

（※３） 

法違反 
当事者の希望

に応じて 

是正措置（※４） 
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※１「報告徴収」とは、男女雇用機会均等法、労働施策総合推進法、パートタイム・有

期雇用労働法、育児・介護休業法の施行に関して必要な事項について事業主から報

告を求める制度のことである。（労働施策総合推進法については「報告の請求」と

いう。）（関係法令：男女雇用機会均等法第 29条、労働施策総合推進法第 36条、パ

ートタイム・有期雇用労働法第 18条、育児・介護休業法第 56条） 

※２「都道府県労働局長による紛争解決の援助」とは、都道府県労働局長が、労働者と

事業主との間の紛争を法に忠実かつ客観的な立場から、当事者双方の意見を聴取し、

双方の意見を尊重しつつ法律の趣旨に沿って問題解決に必要な具体策を提示（助

言・指導・勧告）することにより紛争の解決を図る制度である。（関係法令：男女雇

用機会均等法第 17条、労働施策総合推進法第 30条の 5、パートタイム・有期雇用

労働法第 24条、育児・介護休業法第 52条の 4） 

※３調停会議による調停とは、紛争当事者である労働者と事業主との間に第三者（調停

委員）が関与し、当事者双方から事情を聴取し、紛争解決の方法として調停案を作

成し、当事者双方に調停案の受諾を勧告することにより紛争を解決する制度のこと

である。（関係法令：男女雇用機会均等法第 18 条、労働施策総合推進法第 30 条の

6、パートタイム・有期雇用労働法第 25条、育児・介護休業法第 52条の 5） 

※４事業所に対して報告徴収等を実施した際、法違反が認められた場合は、その是正の

ために助言、指導、勧告いずれかの是正措置を実施して法の履行を確保する。（関

係法令：男女雇用機会均等法第 29 条、労働施策総合推進法第 36 条、パートタイ

ム・有期雇用労働法第 18条、育児・介護休業法第 56条） 
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１ 茨城労働局雇用環境・均等室で取り扱った相談、是正指導の状況 

（１）相談の状況 
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図1－1 相談件数の推移

男女雇用機会均等法

労働施策総合推進法

パートタイム労働法

パートタイム・有期雇用労

働法

育児・介護休業法

◆ 令和４年度、男女雇用機会均等法、労働施策総合推進法、パートタイム・有期雇用労

働法、育児・介護休業法について労働者や事業主等から寄せられた相談件数は合計

で 1,770件（対前年度比 24.4％増）となっている。 

◆ そのうち男女雇用機会均等法関係が 276 件、労働施策総合推進法関係が 827 件、パ

ートタイム・有期雇用労働法関係が 43件、育児・介護休業法関係が 624件であった

（図１－１）。 
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（２）是正指導の状況 
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図1－2 是正指導件数の推移

男女雇用機会均等法

労働施策総合推進法

パートタイム労働法

パートタイム・有期雇用労働

法

育児・介護休業法

393

923

535

◆ 令和４年度、男女雇用機会均等法、労働施策総合推進法、パートタイム・有期雇用

労働法、育児・介護休業法に関する是正指導件数は合計で 535件（対前年度比 42.0％

減）となっている。 

◆ そのうち男女雇用機会均等法関係が 106件、労働施策総合推進法関係が 33件、パー

トタイム・有期雇用労働法関係が 148 件、育児・介護休業法関係が 248 件であった

（図１－２）。 
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２ 男女雇用機会均等法の施行状況 

（１）相談の状況 

 

表２－１ 相談内容の推移                       （件） 
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図２－１ 相談件数の推移

性差別（募集・採用、配置・昇進、教育

訓練、間接差別等）（第５条～８条関

係）

婚姻、妊娠・出産等不利益取扱い（第

９条）

セクシュアルハラスメント（第11条）

妊娠・出産等に関するハラスメント

（第11条の３）

母性健康管理（第12条、第13条）

その他

387

276

340

性差別（募集・採用、配置・昇進、教育訓練、間接差別等）（第
５条～８条関係）

17 ( 5.0% ) 14 ( 3.6% ) 11 ( 4.0% )

婚姻、妊娠・出産等不利益取扱い（第９条） 78 ( 22.9% ) 81 ( 20.9% ) 59 ( 21.4% )

セクシュアルハラスメント（第11条） 119 ( 35.0% ) 159 ( 41.1% ) 102 ( 37.0% )

妊娠・出産等に関するハラスメント（第11条の３） 32 ( 9.4% ) 39 ( 10.1% ) 25 ( 9.1% )

母性健康管理（第12条、第13条） 78 ( 22.9% ) 70 ( 18.1% ) 71 ( 25.7% )

その他 16 ( 4.7% ) 24 ( 6.2% ) 8 ( 2.9% )

合計 340 ( 100.0% ) 387 ( 100.0% ) 276 ( 100.0% )

令和２年度 令和３年度 令和４年度

◆ 令和４年度の相談件数は 276件である（図２－１）。 

◆ 相談内容別にみると、「セクシュアルハラスメント」に関する相談が最も多く 102件

（37.0％）、次いで「母性健康管理」が 71件（25.7％）となっている（表２－１）。 
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（２）是正指導の状況（男女雇用機会均等法第 29条） 

 

 

表２－２ 是正指導件数の推移                      （件） 
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図2－2 是正指導件数の推移

募集・採用（第5条） 3 ( 2.8% ) 0 ( 0.0% ) 0 ( 0.0% )

福利厚生（第6条） 0 ( 0.0% ) 1 ( 0.5% ) 0 ( 0.0% )

セクシュアルハラスメント（第11条の1） 31 ( 28.7% ) 54 ( 28.6% ) 16 ( 15.1% )

セクハラ事業主の責務（第11条の2） 0 ( 0.0% ) 0 ( 0.0% ) 1 ( 0.9% )

妊娠・出産等に関するハラスメント（第11条の3） 36 ( 33.3% ) 68 ( 36.0% ) 26 ( 24.5% )

母性健康管理（第12条、第13条） 26 ( 24.1% ) 62 ( 32.8% ) 34 ( 32.1% )

男女雇用機会均等推進者（13条の2） 12 ( 11.1% ) 4 ( 2.1% ) 29 ( 27.4% )

合計 108 ( 100.0% ) 189 ( 100.0% ) 106 ( 100.0% )

令和４年度令和２年度 令和３年度

◆ 雇用管理の実態把握を行った 64事業所のうち、何らかの男女雇用機会均等法違反が

確認された 52事業所（81.3％）に対し、106件の是正指導を実施した（図２－２）。 

◆ 指導事項の内容は「母性健康管理」が 34件（32.1％）と最も多く、次いで「男女雇

用機会等推進者」が 29件（27.4％）となっている（表２－２）。 
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（３）紛争解決の援助 

 

① 労働局長による紛争解決の援助（男女雇用機会均等法第 17条） 

表２－３ 労働局長による紛争解決の援助申立受理件数の推移        （件） 

 

 

② 機会均等調停会議による調停（男女雇用機会均等法第 18条） 

表２－４ 機会均等調停会議による調停申請受理件数の推移         （件） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

不利益取扱い（第9条） 8 ( 80.0% ) 5 ( 55.6% ) 2 ( 100.0% )

セクシュアルハラスメント（第11条） 1 ( 10.0% ) 3 ( 33.3% ) 0 ( 0.0% )

妊娠・出産等に関するハラスメント（第11条の3） 1 ( 10.0% ) 1 ( 11.1% ) 0 ( 0.0% )

合計 10 ( 100.0% ) 9 ( 100.0% ) 2 ( 100.0% )

令和２年度 令和３年度 令和４年度

セクシュアルハラスメント（第11条） 2 ( 100.0% ) 3 ( 75.0% ) 1 ( 100.0% )

妊娠・出産等に関するハラスメント（第11条の3） 0 ( 0.0% ) 1 ( 25.0% ) 0 ( 0.0% )

合計 2 ( 100.0% ) 4 ( 100.0% ) 1 ( 100.0% )

令和２年度 令和３年度 令和４年度

◆ 労働局長による紛争解決援助の申立受理件数は 2件である（前年度 9件）。 

内訳は、「不利益取扱い」が 2件となっている（表２－３）。 

◆ 機会均等調停会議による調停申請受理件数は 1件である（前年度 4件）。 

内訳は、「セクシュアルハラスメント」が 1件となっている（表２－４）。 
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３ 労働施策総合推進法の施行状況 

（１） 相談の状況 

 

 

表３－１ 相談内容の推移                        （件） 
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図３－１ 相談件数の推移

パワーハラスメ

ント防止措置

パワーハラスメ

ントの相談を理

由とした不利益

取扱い

その他

827

287

229

（件）

パワーハラスメント防止措置（第30条の2第1項） 203 ( 88.6% ) 263 ( 91.6% ) 720 ( 87.1% )

パワハラ相談を理由とした不利益取扱い
（第30条の2第2項）

10 ( 4.4% ) 4 ( 1.4% ) 36 ( 4.4% )

その他 16 ( 7.0% ) 20 ( 7.0% ) 71 ( 8.6% )

合計 229 ( 100.0% ) 287 ( 100.0% ) 827 ( 100.0% )

令和２年度 令和３年度 令和４年度

◆ 令和４年度の相談件数は 827件である（図３－１）。 

◆ 相談内容別にみると、「パワーハラスメント防止措置」に関する相談が最も多く 720

件（87.1％）となっている（表３－１）。 
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（２） 是正指導の状況（労働施策総合推進法第 33条、第 35条、第 36条） 

表３－２ 是正指導件数の推移                     （件） 

 

 

（３） 紛争解決の援助（労働施策総合推進法第 30条の 5第 1項） 

表３－３ 労働局長による紛争解決の援助申立受理件数の推移       （件） 

 

 

（４） 優越的言動問題調停会議による調停（労働施策総合推進法第 30 条の 6 第 1 項） 

表３－４ 優越的言動問題調停会議による調停申請受理件数の推移     （件） 

 

 

 

 

 

パワーハラスメント防止措置（第30条の2第1項） 8 ( 88.9% ) 14 ( 63.6% ) 20 ( 60.6% )

パワハラ相談を理由とした不利益取扱い（第30条の2第2項） 0 ( 0.0% ) 0 ( 0.0% ) 1 ( 3.0% )

事業主の責務　研修の実施等（第30条の3第2項） 0 ( 0.0% ) 3 ( 13.6% ) 6 ( 18.2% )

事業主の責務　自らの言動（第30条の3第2項） 1 ( 11.1% ) 5 ( 22.7% ) 6 ( 18.2% )

合計 9 ( 100.0% ) 22 ( 100.0% ) 33 ( 100.0% )

令和２年度 令和３年度 令和４年度

パワーハラスメント防止措置（第30条の2第1項） 1 ( 100.0% ) 1 ( 100.0% ) 1 ( 100.0% )

合計 1 ( 100.0% ) 1 ( 100.0% ) 1 ( 100.0% )

令和２年度 令和３年度 令和４年度

パワーハラスメント防止措置（第30条の2第1項） 3 ( 100.0% ) 6 ( 100.0% ) 5 ( 100.0% )

合計 3 ( 100.0% ) 6 ( 100.0% ) 5 ( 100.0% )

令和２年度 令和３年度 令和４年度

◆ 令和４年度において、報告の請求を 64事業所に実施し、このうち何らかの労働施策

総合推進法違反が確認された 32事業所（50%）に対し、33件の是正指導を実施した。 

◆ 指導事項の内容については、「パワーハラスメント防止措置」が 20件と最も多くなっ

ている（表３－２）。 

◆ 令和４年度における、労働局長による紛争解決援助の申立件数は 1件。 

◆ 申立の内容は「パワーハラスメント防止措置」となっている（表３－３）。 

◆ 令和４年度における、優越的言動問題調停会議による調停申請受理件数は 5件。 

◆ 申立の内容は「パワーハラスメント防止措置」となっている（表３－４）。 
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４ パートタイム・有期雇用労働法の施行状況 

※ 「パートタイム労働法」は働き方改革関連法により改正され、令和２年４月１日

から「パートタイム・有期雇用労働法」が施行された（中小企業は令和３年４月

１日から適用）。下記掲載の相談、是正指導等の件数には、パートタイム労働法の

件数を含む。 

（１） 相談の状況 

 

表４－１ 相談内容の推移                       （件） 

 

※１ 不合理な待遇の禁止〔第 8 条〕、差別的取扱いの禁止〔第 9 条〕、賃金の均衡待遇〔第 10 条〕、教育訓

練〔第 11 条〕、福利厚生施設〔第 12 条〕 

※2 労働条件の文書交付等〔第 6 条〕、就業規則の作成手続〔第 7 条〕、事業主が講ずる措置の内容等の説

明〔第 14 条〕、相談のための体制整備〔第 16 条〕、短時間・有期雇用管理者の選任〔第 17 条〕 
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図４－１ 相談件数の推移

均等・均衡待遇

体制整備

正社員転換

その他

93

43

均等・均衡待遇（第8、9、10、11、12条）（※１） 145 ( 73.2% ) 74 ( 79.6% ) 32 ( 74.4% )

体制整備（第6、7、14、16、17条）（※２） 10 ( 5.1% ) 5 ( 5.4% ) 1 ( 2.3% )

正社員転換（第13条） 9 ( 4.5% ) 6 ( 6.5% ) 4 ( 9.3% )

その他（指針等） 34 ( 17.2% ) 8 ( 8.6% ) 6 ( 14.0% )

合計 198 ( 100.0% ) 93 ( 100.0% ) 43 ( 100.0% )

令和２年度 令和３年度 令和４年度

◆ 令和４年度における相談件数は 43件である（図４－１）。 

◆ 相談内容の内訳は、「均等・均衡待遇」に関する相談が最も多く 32件（74.4％）とな

っている（表４－１）。 
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（２） 是正指導の状況（パートタイム・有期雇用労働法第 18条第１項、第 19条） 

表４－２ 是正指導件数の推移                     （件） 

 

（３） 紛争解決の援助 

① 労働局長による紛争解決の援助（パートタイム・有期雇用労働法第 24条） 

 

表４－３ 労働局長による紛争解決の援助申立受理件数の推移        （件） 

 

労働条件（特定事項）の文書交付（第6条第1項） 37 ( 25.9% ) 90 ( 25.4% ) 45 ( 30.4% )

労働条件（特定事項以外）の文書交付（第6条第2項） 0 ( 0.0% ) 2 ( 0.6% ) 0 ( 0.0% )

就業規則の作成手続（第7条） 9 ( 6.3% ) 22 ( 6.2% ) 8 ( 5.4% )

不合理な待遇の禁止（第8条） 0 ( 0.0% ) 4 ( 1.1% ) 3 ( 2.0% )

賃金（第10条） 4 ( 2.8% ) 0 ( 0.0% ) 0 ( 0.0% )

教育訓練（第11条） 1 ( 0.7% ) 0 ( 0.0% ) 0 ( 0.0% )

通常の労働者への転換（第13条） 24 ( 16.8% ) 59 ( 16.7% ) 32 ( 21.6% )

措置の内容の説明（第14条1項） 13 ( 9.1% ) 34 ( 9.6% ) 7 ( 4.7% )

相談のための体制の整備（第16条） 3 ( 2.1% ) 9 ( 2.5% ) 4 ( 2.7% )

短時間・有期雇用管理者（第17条） 18 ( 12.6% ) 76 ( 21.5% ) 33 ( 22.3% )

基本的考え方（指針第2） 15 ( 10.5% ) 0 ( 0.0% ) 1 ( 0.7% )

待遇の相違の内容及び理由の説明（指針第3の2） 0 ( 0.0% ) 0 ( 0.0% ) 1 ( 0.7% )

不利益取扱いの禁止（指針第3の4） 17 ( 11.9% ) 0 ( 0.0% ) 0 ( 0.0% )

短時間・有期雇用管理者の氏名の周知（指針第3の5） 2 ( 1.4% ) 58 ( 16.4% ) 14 ( 9.5% )

合計 143 ( 100.0% ) 354 ( 100.0% ) 148 ( 100.0% )

令和２年度 令和３年度 令和４年度

不合理な待遇の禁止（第８条） 2 ( 50.0% ) 0 ( 0.0% ) 0 ( 0.0% )

待遇内容・理由説明（第１４条第２項） 2 ( 50.0% ) 0 ( 0.0% ) 0 ( 0.0% )

合計 4 ( 100.0% ) 0 ( 0.0% ) 0 ( 0.0% )

令和２年度 令和３年度 令和４年度

◆ 令和４年度において、雇用管理の実態把握を行った 76事業所に対し、148件の是正

指導を実施した。 

◆ 指導事項の内容は、「労働条件（特定事項）の文書交付」が 45件（30.4％）と最も

多く、次いで「短時間・有期雇用管理者」33件（22.3％）となっている（表４－２）。 

◆ このほか、短時間・有期雇用労働者の雇用管理の改善等のため、事業所に対し第 19

条（事業主等に対する援助）に基づく助言を 71件実施した。 

◆ 労働局長による紛争解決援助の申立受理件数は、今年度と前年度は 0件である。 

◆ 令和２年度においては、合計 4件の申立受理がなされた。（表４－３）。 
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② 均衡待遇調停会議による調停（パートタイム・有期雇用労働法第 25条）    

表４－４ 均衡均等待遇調停会議による調停申請受理件数の推移        （件） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

差別的取扱いの禁止（第９条） 2 ( 100.0% ) 0 ( 0.0% ) 0 ( 0.0% )

合計 2 ( 100.0% ) 0 ( 0.0% ) 0 ( 0.0% )

令和２年度 令和３年度 令和４年度

◆ 均衡待遇調停会議による調停申請受理件数は、今年度と前年度は 0件となっている。 

◆ 令和２年度においては、2件の申請受理がなされた。（表４－４）。 
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５ 育児・介護休業法の施行状況       

（１） 相談の状況 

 

表５－１ 相談内容の推移                       （件） 
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588 
495 

497 

0

100

200

300

400

500

600

700

800

令和２年度 令和３年度 令和４年度

図５－１ 相談件数の推移

育児関係

介護関係

その他

737
656

624

育児休業 296 ( 50.3% ) 320 ( 64.6% ) 334 ( 67.2% )

育児休業以外（※１） 167 ( 28.4% ) 99 ( 20.0% ) 88 ( 17.7% )

育児休業に係る不利益取扱い 75 ( 12.8% ) 54 ( 10.9% ) 36 ( 7.2% )

育児休業以外に係る不利益取扱い 26 ( 4.4% ) 11 ( 2.2% ) 20 ( 4.0% )

育児休業等に関するハラスメントの防止措置 24 ( 4.1% ) 11 ( 2.2% ) 19 ( 3.8% )

小計 588 ( 100.0% ) 495 ( 100.0% ) 497 ( 100.0% )

介護休業 47 ( 36.4% ) 71 ( 57.3% ) 50 ( 53.8% )

介護休業以外（※２） 65 ( 50.4% ) 44 ( 35.5% ) 32 ( 34.4% )

介護休業に係る不利益取扱い 1 ( 0.8% ) 3 ( 2.4% ) 2 ( 2.2% )

介護休業以外に係る不利益取扱い 1 ( 0.8% ) 1 ( 0.8% ) 3 ( 3.2% )

介護休業等に関するハラスメントの防止措置 15 ( 11.6% ) 5 ( 4.0% ) 6 ( 6.5% )

小計 129 ( 100.0% ) 124 ( 100.0% ) 93 ( 100.0% )

20 37 34

737 656 624

令和４年度

育
児
関
係

介
護
関
係

その他（職業家庭両立推進者等）

合計

令和２年度 令和３年度

◆ 令和４年度における相談件数は 624件である。相談内容の内訳は、育児関係の相談が

497件（79.6％）、介護関係の相談が 93件（14.9％）となっている（図５－１）。 

◆ 相談内容別にみると、育児関係では「育児休業」が 334件（67.2％）と最も多く、次

いで「育児休業以外」が 88件（17.7％）となっている。 

◆ 介護関係では、「介護休業」が 50件（53.8％）と最も多く、「介護休業以外」が 32件

（34.4％）となっている（表５－１）。 

（件） 
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※１ 子の看護休暇〔第 16 条の 2、第 16 条の 3〕、所定外労働の制限〔第 16 条の 8〕、時間外労働の制限〔第

17 条〕、深夜業の制限〔第 19条〕、所定労働時間の短縮措置等〔第 23 条、第 24 条〕、労働者の配置に

関する配慮〔第 26 条〕 

※２ 介護休暇〔第 16 条の 5、第 16 条の 6〕、所定外労働の制限〔第 16 条の 9〕、時間外労働の制限〔第 18

条〕、深夜業の制限〔第 20 条〕、所定労働時間の短縮措置等〔第 23 条、第 24 条〕、労働者の配置に関

する配慮〔第 26 条〕 

 

（２） 是正指導の状況（育児・介護休業法第 56条） 

 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

133

358

248

0

50

100

150

200

250

300

350

400

令和２年度 令和３年度 令和４年度

図５－２ 是正指導件数の推移

◆ 令和４年度において、雇用管理の実態把握を行った 64事業所に対し、248件の是正

指導を実施した（図５―２）。 

◆ 是正指導を行った 248件のうち、育児関係は 130件、介護関係は 89件。 

◆ 指導事項の内容は、育児関係では、「育児休業制度」が 26件（20.0％）と最も多く、

一方、介護関係では「介護休業制度」が 66件（25.8%）と最も多くなっている（表

５―２）。 
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表５－２ 是正指導件数の推移                     （件） 

 

（３） 労働局長による紛争解決の援助（育児・介護休業法第 52条の 4） 

表５－３ 労働局長による紛争解決の援助申立受理件数の推移       （件） 

 

育児休業 7 ( 12.1% ) 31 ( 22.3% ) 26 ( 20.0% )

出生時育児休業 - ( 0.0% ) - ( 0.0% ) 24 ( 18.5% )

子の看護休暇 3 ( 5.2% ) 22 ( 15.8% ) 14 ( 10.8% )

所定外労働の制限 4 ( 6.9% ) 1 ( 0.7% ) 8 ( 6.2% )

時間外労働の制限 5 ( 8.6% ) 5 ( 3.6% ) 3 ( 2.3% )

深夜業の制限 2 ( 3.4% ) 2 ( 1.4% ) 2 ( 1.5% )

個別周知・意向確認 - ( 0.0% ) - ( 0.0% ) 2 ( 1.5% )

雇用環境整備 - ( 0.0% ) - ( 0.0% ) 20 ( 15.4% )

所定労働時間の短縮措置等 4 ( 6.9% ) 5 ( 3.6% ) 9 ( 6.9% )

休業などに関するハラスメント防止措置 31 ( 53.4% ) 66 ( 47.5% ) 20 ( 15.4% )

その他 2 ( 3.4% ) 7 ( 5.0% ) 2 ( 1.5% )

小計 58 ( 100.0% ) 139 ( 100.0% ) 130 ( 100.0% )

介護休業 10 ( 15.4% ) 43 ( 25.0% ) 23 ( 25.8% )

介護休暇 4 ( 6.2% ) 21 ( 12.2% ) 14 ( 15.7% )

所定外労働の制限 4 ( 6.2% ) 8 ( 4.7% ) 13 ( 14.6% )

時間外労働の制限 5 ( 7.7% ) 2 ( 1.2% ) 3 ( 3.4% )

深夜業の制限 3 ( 4.6% ) 2 ( 1.2% ) 3 ( 3.4% )

所定労働時間の短縮措置等 9 ( 13.8% ) 30 ( 17.4% ) 13 ( 14.6% )

休業などに関するハラスメント防止措置 30 ( 46.2% ) 66 ( 38.4% ) 19 ( 21.3% )

その他 0 ( 0.0% ) 0 ( 0.0% ) 1 ( 1.1% )

小計 65 ( 100.0% ) 172 ( 100.0% ) 89 ( 100.0% )

10 47 29

133 358 248

令和４年度

育
児
関
係

職業家庭両立推進者

合計

介
護
関
係

令和２年度 令和３年度

休業に係る事案（有期契約労働者に係る事案を除く） 1 ( 20.0% ) 0 ( 0.0% ) 0 ( 0.0% )

休業に係る不利益取扱い事案 4 ( 80.0% ) 1 ( 50.0% ) 0 ( 0.0% )

休業以外に係る不利益取扱い事案 0 ( 0.0% ) 1 ( 50.0% ) 0 ( 0.0% )

労働者の配置に関する配慮に係る事案 0 ( 0.0% ) 0 ( 0.0% ) 0 ( 0.0% )

合計 5 ( 100.0% ) 2 ( 100.0% ) 0 ( 0.0% )

令和４年度令和２年度 令和３年度

育
児
関
係

◆ 令和４年度における、労働局長による紛争解決援助の申立受理件数は 0件である。 

◆ 労働局長による紛争解決援助の申立件数について、過去の実績では、令和２年度は 5

件、令和３年度は 2件となっている（表５―３）。 


